
（協　　　力）亀岡市、南丹市、京丹波町、（特非）日本防災士会京都府支部
（監　　　修）京都府災害対策課
（編集・発行）京都府南丹広域振興局 地域連携・振興部 総務防災課
　　　　　　　TEL：0771－22－0422／FAX：0771－24－4683
（発行年月日）令和６年２月

～タイムラ
インって何

？

　　　  実
際に作って

みよう！～

　記入例を参考に、実際に各ご家庭や各地域でタイムラインを作ってみ
ましょう！作成したものを、皆さんで共有しておくと、早期避難に役立
ち、身の安全を守ることができます。タイムラインの作成をぜひお願い
します。

京都府では、自主防災組織を対象とした講習会などにタイムライン作成の
ための講師派遣を行っています。各地域に応じたタイムラインを作成するこ
とができますので、是非活用してください。

○市町村から避難情報が出された際は、避難行動をとって下さい。
　避難情報は市町村が気象庁等の情報をもとにそれぞれの地域の状況を判断し発令します。
▶高齢者等避難
　避難に時間を要する人（ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等）とその支援者は避難しましょう。
　その他の人は、避難の準備を整えましょう。
▶避難指示
　速やかに危険な場所から全員避難しましょう。



　令和５年台風７号において、タイムラインを
作成していたことにより、早期避
難が行われ、身の安全を守ること
ができた事例があります。

　　　　　タイムラインは、居住区域が土砂災害警戒区域や浸水想定区域または、
川のそばで河岸浸食や氾濫で家屋の倒壊の恐れや、他より土地が低く浸水の恐れ
のある場所で作成することが推奨されます。

記入例
　土砂災害の兆候（異音）に対して敏感に反
応し、親類の指示により戸外に避難し難を逃
れることができた。（徳島県K町H地区）

　降雨が続き、危険を感じたら、早めに避難し
ようという認識を住民間で共有していたとこ
ろ、事前避難により家屋全壊からの被害を免
れることができた。（鹿児島県T市S地区）

○市町村から避難情報が出された際は、避難行動をとって下さい。
　避難情報は市町村が気象庁等の情報をもとにそれぞれの地域の状況を判断し発令します。
▶高齢者等避難
　避難に時間を要する人（ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等）とその支援者は避難しましょう。
　その他の人は、避難の準備を整えましょう。
▶避難指示
　速やかに危険な場所から全員避難しましょう。




